
 

 

注  記 事 項 

 

１．重要な会計方針 

平成２２年３月３０日に「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注

解」」が改訂されているところですが、改訂後の「「独立行政法人会計基準」及び「独

立行政法人会計基準注解」」のうち、第 80 の規定については当事業年度より適用して

おります。 

また、当事業年度より、一部改訂された「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政

法人会計基準注解」に関するＱ＆Ａ（平成 22 年 4 月 総務省行政管理局 財務省主計

局 日本公認会計士協会）」を適用しております。 

 

 （１）運営費交付金収益の計上基準 

     費用進行基準を採用しております。 

     全ての業務について費用進行基準を採用しておりますが、これは業務達成基準

及び期間進行基準を採用することが、業務の実施と運営費交付金との対応関係が

中期計画及びこれを具体化する年度計画等において不明確であるという理由か

ら困難であり、費用進行基準を採用する必要があるためです。 

 

 （２）減価償却の会計処理方法 

   ①有形固定資産 

     定額法を採用しております。 

     主な資産の耐用年数は以下のとおりです。 

      建物         ２～５０年 

      構築物        ２～５７年 

      機械装置       ２～ ９年 

      船舶         ２～１５年 

      車両運搬具      ２～ ６年 

      工具器具備品     ２～２０年 

なお、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８６）の減価償却相当額につ

いては、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しておりま

す。 

また、リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法

を採用しております。 

   ②無形固定資産 

     定額法を採用しております。 

     主な資産の耐用年数は以下のとおりです。 

      工業所有権      ２～１０年 

      ソフトウェア     ２～ ５年 

      施設利用権        １１年 

     なお、リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法

を採用しております。 



 

 

（３）賞与に係る引当金及び見積額の計上方法 

     賞与については、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与に係る引

当金は計上しておりません。 

     なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与見積額は、会計基準

第１７に基づき計算された賞与引当金の当期増減額を計上しております。 

 

 （４）退職給付に係る引当金及び見積額の計上方法 

退職手当については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付

に係る引当金は計上しておりません。 

厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により厚生年

金基金への掛金及び年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退職

給付に係る引当金は計上しておりません。 

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、

会計基準第３８に基づき計算された退職一時金及び年金給付に係る退職給付引

当金の当期増減額を計上しております。また、国からの出向職員に係る退職給付

見積額の当期増加見積額についても当該計算に含めて計上しております。 

 

 （５）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

     未成受託研究支出金  個別法による低価法を採用しております。 

     貯蔵品        先入先出法による低価法を採用しております。 

 

 （６）外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

 

 （７）行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

   ①国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費    

用の計算方法 

・地方公共団体より無償貸付を受けている公有財産等に対して、各地方公共団

体における算定方式及びそれらに準じた算定方式により得た貸借価格を計

上しております。計算式は次の通りであります。 

固定資産評価額×借入面積×貸付料率＝貸借価格 

・国より無償貸付を受けている研究用機器等の物品に対し、減価償却を行った

として得られた当該事業年度の減価償却費相当額を計上しております。 

②政府出資等の機会費用の計算利率 

政府出資等の機会費用の計算利率については、平成２２年３月末現在の１０年

国債（日本相互証券公表）の利回り１．３９５％を使用しております。 

 

 （８）リース取引の処理方法 

リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常 

の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 



 

 

リース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常 

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

（９）消費税等の会計処理方法 

消費税の会計処理は、税込方式によっております。 

 

２．重要な債務負担行為 

   重要な債務負担行為は、１６,１３８,８２０,３００円であります。 

 

３．リース取引関係 

（１）ファイナンス・リース取引 

    主なリース資産の内容は以下のとおりです。 

    有形固定資産 

      主として、横浜研究所の地球シミュレータセンターにおけるスーパーコ 

ンピュータ（工具器具備品）であります。 

    無形固定資産 

      主として、地球深部探査船「ちきゅう」におけるデータベース管理ソフ 

トウェアであります。 

（２）オペレーティング・リース関係 

    当該事業年度末における重要なオペレーティング・リース取引はありません。 

 

４．金融商品関係 

 （１）金融商品の状況に関する事項 

当法人は、資金運用については短期的な定期預金に限定しております。 

未収債権等に係る信用リスクは、会計規程に基づく督促管理等によってリスク低

減を図っております。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

     期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。 

（単位：百万円） 

 貸借対照表 

計上額（＊） 

時価（＊） 差額 

①現金及び預金 

②未収金 

③未払金 

④リース債務 

8,317  

1,122  

(4,631) 

(11,782) 

8,317  

1,122  

(4,631) 

(11,877) 

－  

－  

－  

95  

（＊）負債に計上されているものは、( )で示しております。 

 

 

 



 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

①現金及び預金、②未収金、③未払金 

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。 

   ④リース債務 

    リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行っ

た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

 

（注２）リース債務の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内 １年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

リース債務 2,774 2,566 2,419 2,412 2,208 

 

５．税効果会計 

   繰延税金資産の主な原因別内訳 

                    （単位：百万円） 

      項  目       平成 22 年 3月 31日現在 

   繰延税金資産 

    税務上繰越欠損金             ７２３ 

    繰延税金資産 小計            ７２３ 

    控除：評価性引当額            ７２３ 

    繰延税金資産  合計             ０ 

 

６．重要な後発事象 

   該当なし。 

 

７．その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報 

   「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）により、 

原則として平成２２年度末までに措置されることとなっておりました独立行政法人

防災科学技術研究所との組織統合は、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」

（平成２１年１２月２５日閣議決定）に基づき、当面凍結され、独立行政法人の抜本

的な見直しの一環として再検討されることとなっております。 

 


